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程

○
政
治
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出	

一
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八

○
政
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活
動
の
た
め
に
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附
を
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け
又
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支
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る
こ
と
が
で
き
な
い
団
体	

一
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○
新
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は
雑
誌
を
掲
示
す
る
場
所
の
指
定
の
一
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改
正	

一
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一

○
公
職
選
挙
法
施
行
令
第
五
十
五
条
第
二
項
及
び
第
四
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
不
在
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

	

一
六
一

　

投
票
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
施
設
の
指
定
に
関
す
る
告
示
の
一
部
改
正

○
山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長
の
選
挙	

一
六
二

教
育
委
員
会

○
博
物
館
の
登
録	

一
六
二

公　
　
　

告

◉　

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
運
営
方
法
の
変
更
に
関
す
る
事
項
の
変
更
の
届
出

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
附
則
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
六
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
公
告
し
、
及
び
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
三
年
四
月
八
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

一　

届
出
者

氏
名
又
は
名
称
及
び
法
人
に
あ
っ
て
は

代
表
者
の
氏
名

住
所

綿
半
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス
株
式
会
社

代
表
取
締
役　

野
原
勇

長
野
県
飯
田
市
北
方
千
二
十
三
番
地
一

二　

届
出
の
概
要

1　

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

㈠　

名
称　

綿
半
ス
ー
パ
ー
セ
ン
タ
ー
万
力
店

㈡　

所
在
地　

山
梨
県
山
梨
市
万
力
字
片
瀬
千
九
百
二
十
七
番
地
一
外

2　

変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項

変
更
事
項

変
更
前

変
更
後

大
規
模
小
売
店
舗
に

お
い
て
小
売
業
を
行

う
者
の
開
店
時
刻
及

び
閉
店
時
刻

開
店
時
刻　

午
前
九
時
三
十
分

閉
店
時
刻　

午
後
八
時

開
店
時
刻　

午
前
七
時

閉
店
時
刻　

午
後
九
時
四
十
五
分

来
客
が
駐
車
場
を
利

用
す
る
こ
と
が
で
き

る
時
間
帯

午
前
九
時
か
ら
午
後
八
時
三
十
分

ま
で

午
前
六
時
三
十
分
か
ら
午
後
十
時

ま
で

3　

変
更
す
る
年
月
日　

令
和
三
年
五
月
二
十
日

三　

届
出
年
月
日　

令
和
三
年
三
月
二
十
九
日

四　

縦
覧
場
所　

山
梨
県
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
山
梨
県
庁
別
館
二
階　

山
梨
県
県
民
情
報

セ
ン
タ
ー

五　

縦
覧
期
間　

こ
の
公
告
の
日
か
ら
令
和
三
年
八
月
九
日
ま
で

◉　

公
共
測
量
の
終
了

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
峡
南
建
設
事
務
所
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
の
実
施
を
終
わ
っ
た
旨
の
通
知

を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示

す
る
。令

和
三
年
四
月
八
日

氏
名
又
は
名
称
及
び
法
人
に
あ
っ
て
は

代
表
者
の
氏
名

住
所

綿
半
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス
株
式
会
社

代
表
取
締
役　

野
原
勇

長
野
県
飯
田
市
北
方
千
二
十
三
番
地
一



山
梨
県
公
報
　
　
第
百
八
十
一
号
　
　
令
和
三
年
四
月
八
日

一
五
八

よ
う
に
定
め
る
。

令
和
三
年
四
月
八
日

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会

委　

員　

長　
　

小　

宮　

山　
　
　
　

博

行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
規
程
（
平
成
十
七
年
山
梨
県
選
挙
管
理

委
員
会
規
程
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
二
項
第
二
号
中
「
電
子
署
名
に
係
る
地
方
公
共
団
体
の
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
」
を
「

電
子
署
名
等
に
係
る
地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
機
構
の
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
」
に
、
「
電
子

証
明
書
」
を
「
署
名
用
電
子
証
明
書
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
六
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
六
条
第
一
項
、
第
七
条
、
第
十
七
条

第
一
項
及
び
第
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
次
の
と
お
り
あ
っ
た
。

令
和
三
年
四
月
八
日

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会

委　

員　

長　
　

小　

宮　

山　
　
　
　

博

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

一　

測
量
の
種
類　

公
共
測
量
（
航
空
レ
ー
ザ
測
量
及
び
航
空
レ
ー
ザ
測
深
（
地
図
情
報
レ
ベ
ル
五

百
）
）

二　

測
量
の
地
域　

身
延
町
及
び
南
部
町

三　

測
量
の
期
間　

令
和
二
年
十
二
月
四
日
か
ら
令
和
三
年
三
月
二
十
三
日
ま
で

◉　

公
共
測
量
の
終
了

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
西
桂
町
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
の
実
施
を
終
わ
っ
た
旨
の
通
知
を
受
け
た

の
で
、
同
法
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
三
年
四
月
八
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

一　

測
量
の
種
類　

公
共
測
量
（
空
中
写
真
撮
影
）

二　

測
量
の
地
域　

西
桂
町
（
山
地
部
を
除
く
十
・
五
六
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
）

三　

測
量
の
期
間　

令
和
二
年
六
月
十
五
日
か
ら
令
和
三
年
三
月
二
十
六
日
ま
で

選
挙
管
理
委
員
会

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会
規
程
第
一
号

山
梨
県
選
挙
事
務
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
三
年
四
月
八
日

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会

委　

員　

長　
　

小　

宮　

山　
　
　
　

博

山
梨
県
選
挙
事
務
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

山
梨
県
選
挙
事
務
取
扱
規
程
（
平
成
十
二
年
山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会
規
程
第
二
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
条
中
「
第
二
十
六
条
（
指
定
投
票
区
の
指
定
等
）
第
二
項
」
を
「
第
二
十
六
条
（
指
定
投
票
区

の
指
定
等
）
第
三
項
」
に
改
め
る
。

第
四
号
様
式
中
「第
２
６
条
第
２
項

」
を
「第

２
６
条
第
３
項

」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会
規
程
第
二
号

行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の



山
梨
県
公
報
　
　
第
百
八
十
一
号
　
　
令
和
三
年
四
月
八
日

一
五
九

　

政
治
資
金
規
正
法
第
六
条
第
一
項
第
一
号
に
よ
る
届
出　

政
治
団
体
設
立
届

　

そ
の
他
の
政
治
団
体

　

政
治
資
金
規
正
法
第
七
条
に
よ
る
届
出　

届
出
事
項
の
異
動
届

名　
　

称

代
表
者
氏
名

会
計
責
任
者
氏
名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

設
立
年
月
日

届
出
年
月
日

小
野
す
ず
え
後
援
会
「
鈴
の
会
」

河

野

勝

惠

岩

下

治

子

山
梨
市
上
神
内
川
一
五
一

令
和
三
年
三
月
六

日

令
和
三
年
三
月
八

日

区
分

名　
　

称

代
表
者
氏
名

会
計
責
任
者
氏
名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

異
動
年
月
日

届
出
年
月
日

新

若
葉
会　

若
尾
し
ょ
う
子
と
山

梨
の
子
ど
も
の
未
来
を
考
え
る

会

令
和
三
年
二
月

十
二
日

令
和
三
年
二
月

十
二
日

旧

若
葉
会　

若
尾
し
ょ
う
こ
と
山

梨
の
こ
ど
も
の
未
来
を
考
え
る

会

新

安
藤
久
雄
後
援
会

大
月
市
大
月
町
真
木
四
一
三
五

令
和
三
年
二
月

十
日

令
和
三
年
二
月

十
五
日

旧

あ
ん
ど
う
久
雄
後
援
会

大
月
市
大
月
一

－

一
一

－

一
八

新

皆
川
い
わ
お
後
援
会
皆
和
会

笹

本

憲

男

令
和
二
年
六
月

二
十
五
日

令
和
三
年
二
月

二
十
二
日

旧

峰

村

紫

郎

新

ひ
や
ざ
き
雅
也
を
応
援
す
る
会

八
巻
美
弥
子

小

宮

睦

子

北
杜
市
大
泉
町
西
井
出
八
二
四
〇

－

八
四
四
四

令
和
三
年
三
月

一
日

令
和
三
年
三
月

一
日

旧

細

川

英

雄

木

村
　

優

北
杜
市
大
泉
町
谷
戸
七
七
三
一

－

二

新

電
機
連
合
山
梨
政
治
活
動
委
員

会

堀

内

敬

士

石

津

博

史

令
和
三
年
二
月

二
十
五
日

令
和
三
年
三
月

三
日

旧

小

林

正

博

三

輪

茂

樹

新

日
本
共
産
党
甲
府
・
東
山
地
区

委
員
会

宮

内
　

現

令
和
三
年
二
月

十
五
日

令
和
三
年
三
月

三
日

旧

植

村

道

隆

新

山
梨
県
美
容
政
治
連
盟

橋

本

光

隆

令
和
二
年
六
月

二
十
二
日

令
和
三
年
三
月

四
日

旧

深

澤
　

仁

新

あ
っ
ち
ゃ
ん
サ
ポ
ー
タ
ー
ズ

渡

辺

敦

雄

令
和
二
年
二
月

二
十
三
日

令
和
三
年
三
月

四
日

旧

渡

辺

啓

子

新

渡
辺
あ
つ
お
後
援
会

渡

辺

敦

雄

令
和
二
年
二
月

二
十
三
日

令
和
三
年
三
月

四
日

旧

渡

辺

啓

子

新

未
来
L
a
b
o.

南
ア
ル
プ
ス
市
鮎
沢
一
〇
九
七

－

一

令
和
二
年
十
一

月
十
七
日

令
和
三
年
三
月

八
日

旧

南
ア
ル
プ
ス
市
飯
野
三
五
六
七

新

相
馬
保
政
後
援
会

安

藤

武

則

令
和
三
年
三
月

八
日

令
和
三
年
三
月

十
一
日

旧

梅

屋

一

布



山
梨
県
公
報
　
　
第
百
八
十
一
号
　
　
令
和
三
年
四
月
八
日

一
六
〇

　

政
治
資
金
規
正
法
第
十
七
条
第
一
項
に
よ
る
届
出　

政
治
団
体
解
散
届

　

政
治
資
金
規
正
法
第
十
九
条
第
三
項
第
三
号
に
よ
る
届
出　

資
金
管
理
団
体
異
動
届

区
分

名　
　

称

代
表
者
氏
名

会
計
責
任
者
氏
名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

異
動
年
月
日

届
出
年
月
日

新

若
葉
会　

若
尾
し
ょ
う
子
と
山

梨
の
子
ど
も
の
未
来
を
考
え
る

会

令
和
三
年
二
月

十
二
日

令
和
三
年
二
月

十
二
日

旧

若
葉
会　

若
尾
し
ょ
う
こ
と
山

梨
の
こ
ど
も
の
未
来
を
考
え
る

会

新

安
藤
久
雄
後
援
会

大
月
市
大
月
町
真
木
四
一
三
五

令
和
三
年
二
月

十
日

令
和
三
年
二
月

十
五
日

旧

あ
ん
ど
う
久
雄
後
援
会

大
月
市
大
月
一

－

一
一

－

一
八

新

皆
川
い
わ
お
後
援
会
皆
和
会

笹

本

憲

男

令
和
二
年
六
月

二
十
五
日

令
和
三
年
二
月

二
十
二
日

旧

峰

村

紫

郎

新

ひ
や
ざ
き
雅
也
を
応
援
す
る
会

八
巻
美
弥
子

小

宮

睦

子

北
杜
市
大
泉
町
西
井
出
八
二
四
〇

－

八
四
四
四

令
和
三
年
三
月

一
日

令
和
三
年
三
月

一
日

旧

細

川

英

雄

木

村
　

優

北
杜
市
大
泉
町
谷
戸
七
七
三
一

－

二

新

電
機
連
合
山
梨
政
治
活
動
委
員

会

堀

内

敬

士

石

津

博

史

令
和
三
年
二
月

二
十
五
日

令
和
三
年
三
月

三
日

旧

小

林

正

博

三

輪

茂

樹

新

日
本
共
産
党
甲
府
・
東
山
地
区

委
員
会

宮

内
　

現

令
和
三
年
二
月

十
五
日

令
和
三
年
三
月

三
日

旧

植

村

道

隆

新

山
梨
県
美
容
政
治
連
盟

橋

本

光

隆

令
和
二
年
六
月

二
十
二
日

令
和
三
年
三
月

四
日

旧

深

澤
　

仁

新

あ
っ
ち
ゃ
ん
サ
ポ
ー
タ
ー
ズ

渡

辺

敦

雄

令
和
二
年
二
月

二
十
三
日

令
和
三
年
三
月

四
日

旧

渡

辺

啓

子

新

渡
辺
あ
つ
お
後
援
会

渡

辺

敦

雄

令
和
二
年
二
月

二
十
三
日

令
和
三
年
三
月

四
日

旧

渡

辺

啓

子

新

未
来
L
a
b
o.

南
ア
ル
プ
ス
市
鮎
沢
一
〇
九
七

－

一

令
和
二
年
十
一

月
十
七
日

令
和
三
年
三
月

八
日

旧

南
ア
ル
プ
ス
市
飯
野
三
五
六
七

新

相
馬
保
政
後
援
会

安

藤

武

則

令
和
三
年
三
月

八
日

令
和
三
年
三
月

十
一
日

旧

梅

屋

一

布

名　
　

称

代
表
者
氏
名

会
計
責
任
者
氏
名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

解
散
年
月
日

届
出
年
月
日

渡
辺
英
子
後
援
会

小

尾

英

之

竹

田

英

雄

北
杜
市
長
坂
町
長
坂
上
条
一
一
八
五

令
和
二
年
十
二
月

二
十
日

令
和
三
年
二
月
二

十
二
日

恒
友
会

唐

沢
　

稔

渡

辺

勇

雄

笛
吹
市
八
代
町
北
一
六
一
七

令
和
二
年
十
一
月

十
六
日

令
和
三
年
三
月
一

日

小
野
す
ず
え
後
援
会
「
鈴
の
会
」

竹
山
は
る
美

小

野

晴

樹

山
梨
市
上
神
内
川
一
五
一

平
成
二
十
五
年
十

二
月
三
十
一
日

令
和
三
年
三
月
八

日

久
親
会

金

丸

信

吾

金

丸

信

吾

甲
府
市
丸
の
内
二
丁
目
四

－

六

令
和
三
年
二
月
二

十
八
日

令
和
三
年
三
月
九

日

あ
っ
ち
ゃ
ん
サ
ポ
ー
タ
ー
ズ

渡

辺

敦

雄

渡

辺

敦

雄

上
野
原
市
上
野
原
五
九
四

－

一

令
和
二
年
十
二
月

三
十
一
日

令
和
三
年
三
月
十

日

北
杜
市
の
暮
ら
し
を
考
え
る
会

岡

野
　

淳

近

藤
　

肇

北
杜
市
大
泉
町
谷
戸
五
六
〇
四

令
和
二
年
十
二
月

三
十
一
日

令
和
三
年
三
月
十

日

辰
和
会

雨

宮

幹

夫

保

坂

武

彦

中
巨
摩
郡
昭
和
町
河
東
中
島
一
一
三
八

－

二

令
和
二
年
十
月
三

十
一
日

令
和
三
年
三
月
十

二
日

黎
明
会

棚

本

邦

由

稲

田

良

大
月
市
大
月
町
花
咲
一
六
七
七

－

一
一

令
和
二
年
十
二
月

三
十
一
日

令
和
三
年
三
月
十

八
日

千
野
秀
一
後
援
会

浅

川
　

一

千
野
加
代
子

北
杜
市
大
泉
町
西
井
出
一
五
一
七

令
和
三
年
三
月
十

七
日

令
和
三
年
三
月
十

九
日

区
分

氏
　
　

名

公
職
の
種
類

資
金
管
理
団
体
の
名
称

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

代
表
者
氏
名

異
動
年
月
日

届
出
年
月
日

新

丹
澤
　

孝

丹
沢
た
か
し
後
援
会

西
八
代
郡
市
川
三
郷
町
市
川
大
門
一

二
二
七

平
成
二
十
六
年
九

月
一
日

令
和
三
年
二
月

十
五
日

旧

西
八
代
郡
市
川
三
郷
町
市
川
大
門
九

四
七

新

丹
澤
　

孝

町
議
会
議
員

丹
沢
た
か
し
後
援
会

平
成
二
十
六
年
十

月
一
日

令
和
三
年
二
月

十
五
日

旧

県
議
会
議
員

新

藤
本
好
彦

県
議
会
議
員

郷
土
再
耕
の
会

平
成
三
十
一
年
四

月
三
十
日

令
和
三
年
二
月

二
十
六
日

旧

市
議
会
議
員



山
梨
県
公
報
　
　
第
百
八
十
一
号
　
　
令
和
三
年
四
月
八
日

一
六
一

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
九
号

公
職
選
挙
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
八
十
九
号
）
第
五
十
五
条
第
二
項
及
び
第
四
項
第
二

号
の
規
定
に
よ
る
不
在
者
投
票
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
施
設
の
指
定
に
関
す
る
告
示
（
昭
和
四
十
四
年

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
七
号
）
の
一
部
を
次
の
と
お
り
改
正
す
る
。

令
和
三
年
四
月
八
日

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会

委　

員　

長　
　

小　

宮　

山　
　
　
　

博

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
七
号

次
の
政
治
団
体
は
、
政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
七
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
、
令
和
三
年
四
月
一
日
以
後
、
政
治
活
動
（
選
挙
運
動
を
含
む
。
）
の
た
め
に
寄
附
を

受
け
又
は
支
出
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
団
体
と
な
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
告

示
す
る
。

令
和
三
年
四
月
八
日

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会

委　

員　

長　
　

小　

宮　

山　
　
　
　

博

　

政
治
資
金
規
正
法
第
十
七
条
第
二
項
適
用
団
体

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
八
号

新
聞
紙
又
は
雑
誌
を
掲
示
す
る
場
所
の
指
定
（
昭
和
三
十
年
山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
三
十

九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
三
年
四
月
八
日

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会

委　

員　

長　
　

小　

宮　

山　
　
　
　

博

一
中
「
第
百
四
十
九
条
第
二
項
」
を
「
第
百
四
十
九
条
第
五
項
」
に
改
め
る
。

附

則

区
分

氏
　
　

名

公
職
の
種
類

資
金
管
理
団
体
の
名
称

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

代
表
者
氏
名

異
動
年
月
日

届
出
年
月
日

新

丹
澤
　

孝

丹
沢
た
か
し
後
援
会

西
八
代
郡
市
川
三
郷
町
市
川
大
門
一

二
二
七

平
成
二
十
六
年
九

月
一
日

令
和
三
年
二
月

十
五
日

旧

西
八
代
郡
市
川
三
郷
町
市
川
大
門
九

四
七

新

丹
澤
　

孝

町
議
会
議
員

丹
沢
た
か
し
後
援
会

平
成
二
十
六
年
十

月
一
日

令
和
三
年
二
月

十
五
日

旧

県
議
会
議
員

新

藤
本
好
彦

県
議
会
議
員

郷
土
再
耕
の
会

平
成
三
十
一
年
四

月
三
十
日

令
和
三
年
二
月

二
十
六
日

旧

市
議
会
議
員

政
治
団
体
の
名
称

代
表
者
氏
名

会
計
責
任
者
氏
名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

笠
松
ゆ
き
た
か
後
援
会
幸
山
会

笠

松

幸

剛

笠
松
沙
つ
き

中
巨
摩
郡
昭
和
町
西
条
三
八
三
八

－

一

勝
俣
進
後
援
会

萱

沼

俊

夫

加

賀

美

健

富
士
吉
田
市
小
明
見
一

－

一
一

－

一
八

幸
典
会

田

中

周

次

川

崎

勤

夫

中
央
市
山
之
神
九
四

－

八

三
親
会

川

手

一

豊

佐

藤
　

実

甲
府
市
伊
勢
二

－

七

－

一
一

－

六
〇
二

Z
e
r
o
＋
1

高

村
　

康

中

村

保

彦

南
都
留
郡
山
中
湖
村
山
中
二
三
五

－

三

望
月
み
ち
お
後
援
会

望
月
三
千
生

天

野

秀

一

南
巨
摩
郡
早
川
町
雨
畑
一
九
四
九



発
行
者
　
　
山
　
梨
　
県
　
　
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
　
　
　
　
　
印
刷
所
　
㈱
サ
ン
ニ
チ
印
刷
　
甲
府
市
北
口
二
丁
目
六
番

山
梨
県
公
報
　
　
第
百
八
十
一
号
　
　
令
和
三
年
四
月
八
日

一
六
二

表
中
「
富
士
吉
田
市
上
吉
田
字
三
枚
畠
六
五
三
○
番
」
を
「
富
士
吉
田
市
上
吉
田
東
七
丁
目
一
一
番

一
号
」
に
改
め
る
。

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
十
号

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長
が
次
の
と
お
り
選
挙
さ
れ
た
。

令
和
三
年
四
月
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会

委　

員　

長　
　

小　

宮　

山　
　
　
　

博

氏
名

住
所

選
挙
年
月
日

小
宮
山　

博

甲
州
市
塩
山
三
日
市
場
三
二
八
六
番
地

令
和
三
年
四
月
一
日

教
育
委
員
会

山
梨
県
教
育
委
員
会
教
育
長
告
示
第
一
号

博
物
館
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
八
十
五
号
）
第
十
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
博
物

館
を
登
録
し
た
。

令
和
三
年
四
月
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

山
梨
県
教
育
委
員
会

教
育
長　
　

三　
　

井　
　

孝　
　

夫

一　

登
録
年
月
日

令
和
三
年
三
月
三
十
日

二　

記
号
番
号

梨
博　

第
二
十
五
号

三　

設
置
者
の
名
称
及
び
住
所

一
般
財
団
法
人　

ア
フ
リ
カ
ン
ア
ー
ト
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム

山
梨
県
北
杜
市
長
坂
町
中
丸
千
七
百
十
二
番
地
七

四　

名
称

ア
フ
リ
カ
ン
ア
ー
ト
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム

五　

所
在
地

山
梨
県
北
杜
市
長
坂
町
中
丸
千
七
百
十
二
番
地
七


